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令和元年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その４ 

令和元年12月２日（月） 

                                           

（午前11時25分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番３、13番 田中さん。 

〔13番（田中博晃君）登壇〕 

○13番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。 

 また昼またぎになりそうです。何と48歳最後

の一般質問、明日誕生日なので、恐らくきょう、

いい答弁来て、もしかしたらチャッチャッと終

われるかなとも思ったりはしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従い一般質問を行います。

今回、３項目させていただきます。 

 まず、一つ目、学校施設の長寿命化について。 

 以前より提案している高野口中学校など、本

市小・中学校の施設の老朽化対策は喫緊の課題

となっている。今回は施設関連費の今後につい

て考えてみる。 

 小・中学校のエアコンはほぼ導入を終え、児

童生徒、先生等だけでなく、保護者からもあり

がたい等の声をいただき、本当にありがたい限

りであります。 

 ただ、当初は冬場はストーブでとの説明もあ

ったかと記憶しておりますけれども、高野口小

学校は重要文化財とのことで火気が使えない

こと。今後は恐らく灯油代とか電気代の関係か

ら、エアコンをフル回転になるんちゃうんかな

というふうに私は予想しています。 

 各メーカーが運転時間や温湿度など、標準的

な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造し

た年から安全上支障なく使用することができ

る標準的な期間はおおよそ10年と示していま

す。もちろん、法定耐用年数は税制上のことで

あって、法定耐用年数イコール即交換ではない

ことは理解しています。 

 また、各学校のプールについて考えてみると、

建設後35年を超えているものが６校あり、ろ過

機についても耐用年数20年超が４校あります。 

 これらの更新や、夏場の水道料金が約３倍に

なっていることから、長期的視点に立つと、抜

本的な改革を検討してみてはと考えます。 

 そこで、以下の質問を行います。 

 １、エアコンについて、次の更新時にどのよ

うな対策を考えているのか。積み立て等を予算

計上していくのか。 

 ２、プールの更新計画及び更新費用は。 

 ３、更新費用や先生の負担、水泳能力向上の

観点から、中学校の水泳の授業に民間施設を利

用することを検討しているか。 

 生徒の移動やクラブ活動等の問題もある反

面、専門のトレーナーからの指導を仰げるメリ

ットもあり、オリンピック水泳金メダリストを

輩出している本市としてのメリットはあると

考えます。 

 次、二つ目です。市民参加による橋本市のエ

エとこ発掘について。 

 印刷物もさることながら、ホームページやＳ

ＮＳによる口コミの広がりは一瞬かつ非常に

大きく、よくも悪くもその力を無視することは

できない。また、位置情報ゲームやアニメ等の

脚本に携わる方に話を聞いてみると、素材探し

は行政のホームページを見ることが多いとの

ことであった。 

 本市は世界遺産を持つまちであり、都会に一

番近い田舎である。この素材を利用しない手は

ないと考え、過去にも本市ＰＲについてさまざ

まな視点で提案してきたが、しっくりくる答え

をいただけていない。 

 そこで、改めて本市の情報発信方法について、
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市民提供による素材収集が本市にしかできな

い観光政策の一歩目であり、市民の行政参加、

言い換えれば市民協働の一つと考えるが、本市

の見解は。 

 三つ目、外国人労働者雇用の相談窓口につい

て。 

 企業誘致により地元に残ってくれてうれし

い等の声を少しずつ聞くようになると同時に、

就職ってどんなとこがあるんと相談を受ける

ことが増えてきている。 

 反面、古くから本市で頑張ってきた企業の労

働者不足は深刻であり、今まで地域を支えてき

た地場産業の灯を消してはいけない。 

 今後、本市の労働力を考えた場合、誘致企業

の労働力不足や賃金格差による労働力の偏り

が懸念され、地域の礎を築いてきた企業はもっ

と深刻になると予想する。 

 そこで、外国人労働者雇用等について、相談

する窓口と担当者をわかりやすくできないか。 

 以上、壇上からの答弁を終わります。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さんの質問

項目１、学校施設の長寿命化に対する答弁を求

めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（阪口浩章君）登壇〕 

○教育部長（阪口浩章君）おはようございます。 

 学校施設の長寿命化についてお答えします。 

 まず、一点目の、学校施設のエアコンに係る

更新時の対策についてのおただしですが、学校

施設の空調設備については、今年度に小・中学

校の普通教室等に設置を進めており、現在ほぼ

設置が完了した状況ですが、これらがおよそ10

年後には一斉に更新時期を迎えることになり

ます。 

 今回の設置にあたっては国が創設した臨時

特例交付金を活用しましたが、更新にあたって

は、工事を伴う場合には学校施設環境改善交付

金の対象とはなるものの、全国一斉に更新の時

期を迎えることが予想されることから採択さ

れるかどうかは不透明であり、予算措置等につ

いて国への要望を行っていきたいと考えてい

ます。 

 これとあわせ、リース方式により調達する方

法も検討したいと考えています。すなわち、リ

ース方式で耐用年数に合わせた長期間のリー

ス契約を締結することにより、初期費用の低減、

毎年の費用の平準化を図ることができ、メンテ

ナンスつきのリースを選択することもできる

といったメリットがあります。 

 一方、一括払いに比べ総額が割高となるデメ

リットもあることから、交付金を活用した更新

とも比較しながら、最適な方法を選択していき

たいと考えています。 

 なお、積み立てについては財政状況に鑑み、

現在のところ学校の空調設備に特化した積み

立ては考えていませんが、学校施設及び設備の

更新には多額の費用が必要となることから、財

政当局とも協議しながら、引き続き財源の確保

に努めたいと考えています。 

 次に、プールの更新計画、更新費用及び民間

施設の利用についてのおただしにお答えしま

す。 

 プールのろ過機については計画的に取り換

え修繕等を行っているところですが、プール本

体についても、議員ご指摘のとおり老朽化が進

んでおり、今後の方針について早急な検討が必

要な状況となっています。 

 過去の実績から見ると、プールの改築には１

校当たり6,000万円以上の費用が必要であり、

維持管理にあたっても、ろ過機の保守点検や改

修、薬剤の購入、水質検査、水道代など多額の

費用を要します。 

 少子化の進展に伴い、全国的には費用対効果

を考慮して、老朽化した学校のプールを廃止し、

水泳の事業を公営プールや民間のスイミング

スクールで行う動きが広がっていることは承



－31－ 

知しています。 

 こうした方法は、議員ご指摘のとおり、専門

のトレーナーから指導を受けることができる

こと、室内の温水プールであれば、季節を問わ

ず、天候に左右されることなく授業を行うこと

ができること、教員の指導や維持管理の負担が

なくなるといったメリットがある一方、児童生

徒にとっては、移動の負担やそれに伴う授業時

数の減少、夏休みのプール開放ができなくなる

ことなどデメリットも考えられます。 

 教育委員会としては、今後、コスト面の比較

はもとより、教員ら学校現場の意見や保護者、

児童生徒の意見も聞きながら検討したいと考

えています。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、再質

問ありますか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）答弁ありがとうございま

す。 

 今、答弁いただきましたとおり、エアコンに

ついてもプールについても、これからとんでも

ないお金がかかってくる。でも、要るものです

から絶対更新もかけていかなあかんというの

は、もうこれは皆さんわかっているというか、

当たり前のことですよね。 

 まず、１個再質問したいんですけれども、ま

ず気になるのがエアコンのほうなんですけれ

ども、恐らく家庭用のエアコンなんかでも、２、

３年に１回ずつぐらいメンテナンスというの

か、普段のフィルターの掃除は当たり前ですけ

れども、それ以外のところ、場合によっては洗

いをかけたりもせんなんかもわからん。ネット

とかで調べたらだいたい１万円、もうちょっと

するかなというのが金額になっています。 

 特に学校の場合、一般家庭よりも砂とかほこ

り、どうしても子どもが動くということもあっ

て、そういう意味ではほこりとかを持ち込んで

しまう可能性もあるということがあります。 

 それと、今現在、橋本市内の小・中学校で約

260台のエアコンがあるかと思います。という

ことは、単純に１万円で計算したとしても260

万円、３年から５年に１回かかってくる。 

 ということは、仮に業者が言っているおおよ

そ10年というのを当てはめたら、２回から３回

そのメンテナンスをかける時期がやってくる

んですけれども、そのあたり教育委員会として

は、そのメンテナンスについてどのような対策

をとっていくか、今から考えていかなあかんこ

とですし、３年いうたらもうすぐなので、その

あたりいかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今現在の空調のメン

テナンスなんですけども、日常的なメンテナン

スというのは学校で実施していただいており

ます。これは主にフィルターの洗浄等になるか

と思うんですけども、不具合等が出た場合には

その都度修繕という形で対応しているのが実

情でありまして、定期的な、議員の言われてい

るようなメンテナンスというものは実施して

いない状況にあります。 

 今回、小・中学校あわせて260台一斉に機器

を設置しましたので、これがやはり同時期に一

斉に更新等になってきますと、非常に予算的に

は大きな負担がかかってくるかと思います。ま

た、故障等も一斉に発生する可能性も出てくる

かと思っております。 

 そういうことから踏まえまして、やはり、今

回、メーカー等のほうにもちょっと調べてみた

んですけども、やはり洗浄、特にフィルターの

奥の部分でありますとか、また、熱交換器の洗

浄等、やっぱり専門的な業者にお任せするべき

ところはしなければならないのかなというふ

うには考えています。 

 そういうことをすることによって、空調機の

寿命が延びたりですとか、また、電気代にも影

響してくるのかなと。やはり稼動が悪くなって
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きますと電気代もかさんでくる可能性があり

ますので、そういうことを踏まえますと、コス

トの削減にもつながってくるかと思いますの

で、定期的なメンテナンスということについて

は、今後、財政当局とも協議をして方針を決め

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）これはやっていかんとね。 

 せっかく入れたのに数年でエアコン潰れて

しもうたとなったらしゃれにならんことなの

で、これはやっていっていただきたいと思いま

す。 

 そうなった場合に、費用、結構お金がかかり

ます。通常の、学校等に修繕費ということで枠

配分であるお金があるかと思うんですけれど

も、それでは絶対足らんなってくる額です。 

 それでエアコンのメンテナンスかけて、仮に

１万円で260万円かかったとしたら、ほかもう

使えれへんやんかとなってくる可能性もある

んですけれども、そういった意味で、財政とし

て、今後、３年先なのか５年先なのかわからな

いですけれども、お金という部分をどうしても

つくっていってもらわなければならないんで

すけれども、先ほど一緒に話してというふうに

おっしゃってくれていましたけれども、財政と

しても、そのあたりきっちりとお金をつけてい

っていただきたいんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（土井裕美子君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）ただ今のご質問にお

答えいたします。 

 議員おっしゃられるように、一斉交換に臨む

にはできるだけ長い間エアコンを実施できる

ようにする、これは当然必要な努力だというふ

うに思っております。 

 金額的なものは、一般家庭では１台約１万円

というふうに見積もりされているということ

でしたが、それで260万円と。どれぐらいにな

るかというところはわかりませんが、できるだ

け安い金額でメンテナンスできるような状況

でメンテナンスの取り組みに臨んでもらうよ

うな努力はしていくつもりではおります。 

 あわせまして財源の確保ですが、現在、修繕

料の枠配分というのは委員会のほうには持っ

ていますが、それに加えての分になるというふ

うには考えております。 

 事業の優先順位をつけての執行となるとい

うふうには思いますが、できるだけ何が重要な

のか、そこら辺を精査した上で予算の確保は頑

張って努めたいとは思いますが、そのときの財

政状況等によりまして、教育委員会部局と相談

の上、財源の確保には努めたいなというふうに

考えます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）よろしくお願いいたしま

す。 

 どうしてもこれ、今年の夏は言うほど暑くな

かったですけれども、去年なんかはとんでもな

か暑かったですし、それでエアコン設置という

ことに至っておりますので、今後は、つけた以

上はできるだけ長い期間、子どもらが快適に授

業を受けられるようにしていかなならんとい

うことがありますので、そこは教育委員会、財

政課ともしっかりと話をしていただきたいと

いうふうに思っております。 

 続きましてプールのほうへ行かせてもらい

ます。 

 答弁もいただいて、これからコスト面いろい

ろお金かかるんやということで、学校、生徒、

保護者、いろんなとこで話をしていって今後の

ことは考えるということでした。 

 私やっぱり、この橋本市というのは、最初に

壇上でしゃべらせてもらったとおり、水泳のま

ちやと思っています。金メダリストを２人輩出

しているというのもあります。オリンピックだ
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けでも３名出られているのかな、水泳だけで、

というまちですから、やはり水泳能力の向上と

いうのは必要やろうし、着衣水泳なんかでも、

過去のいきさつがあったことで、各学校でプー

ルの最後の日ぐらいにはみんな学校でやって

いただいておりまして、できるだけ水になれ親

しむということをやっていただいております。 

 反面、経費的な部分を考えたら、更新で約

6,000万円、もし新築になったら１億円以上か

かってくるし、今後の５年、10年先、もっと見

ていったらどれだけの額がかかるか。もちろん

これは、生徒がどれだけ減ろうが、おる以上、

プールという授業は必要だと思っております。 

 今からしゃべるのはすごい夢物語になるか

もしれないんですけれども、例えばなんですけ

ど、レインボー、温水プールも来年、屋根かな、

更新か何かそういうのがあったと思っており

ます。そこで何ぼかかるかというんじゃなくて、

将来を見据えたときに、例えば県立体育館のプ

ール、今、夏、前畑大会とかやっているプール、

それがもし仮に屋根がついたら年中使えるプ

ールになる可能性もあるしというのも考えた

りする。 

 これはもうほんま、今すぐできるどうこうと

いうのは、厳しいのはわかっておるんですけど

も、そういうのも一つとして考えていったほう

が、そうなったらもう、温泉になったら年中使

えるので、学校のプール、特に中学校とかのプ

ールはもうあそこへ行くもんなんやというの

が、流れができてしまえばいけるのかなという

のも考えたりするんですけども、そんなことっ

て考えられたりしていますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）本当に本市からオリ

ンピック金メダリスト、前畑秀子さん、古川勝

さん、それからもオリンピックに出場された小

島さんとか、また、パラリンピックへ出た中村

さんでありますとか、水泳ということに関して

は本当にこれからまた、ある意味、子どもたち

にそれを伝え、また、泳ぎも教えていかなけれ

ばならないのかなというふうには感じており

ます。 

 そういう中で今、非常に夢のある話といいま

すか、レインボーとそれから運動公園のプール

を一体化して、それも室内用に改修すれば年中

いつでもできるんじゃないかというようなお

話でございました。 

 現在、公共施設等総合管理計画におきまして

は、レインボープール、それから運動公園のプ

ールにつきましても、維持、保持という形で位

置づけてございますので、今すぐにこの方針を

ということについては、なかなか決めることは

できないのかなというふうには思っておりま

す。 

 ただ、やはり、将来的に見て本当に夢のある

ご提案というふうには考えておりますので、将

来的に教育委員会としては視野に入れた形で、

今後の学校プールのあり方についての検討の

一つとして考えられるのかなというふうに感

じております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 こんなことを聞いて、ほんまはいろんなこと

が重なるさかいに、できる、できへんはあると

思うんですけども、そういうのも一つなのかな

と私も思ったもので提案をさせていただきま

した。 

 もう一つ再質問したいんですけれども、やは

りさっきも言ったとおり、５年先、10年先、長

期的な視点で見た場合、学校プールというのは

絶対必要な反面、更新もかかってくる。最初の

答弁でも改築やったら6,000万円というふうな

お話もいただきましたけれども、もし新築、あ

やの台小学校とかは１億円ぐらいかかったの

かなというふうに記憶しておりますが、実際、

新築、やり替えらんなんとなったら、それぐら
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いの額がかかってくると。 

 今の段階で、10年先の子どもの数ってある程

度、極端な増減はないかと思うんですけども、

ある程度は把握できている。ほな、10年たった

ら橋本市内の小・中学校のプール、どれだけ更

新かかるんやろうって考えた場合、まずは民間

施設を利用する、場合によっては、仮に一つの

中学校を取り出して、水泳の特認校じゃないで

すけれども、そういうふうな制度を用いて民間

のプールを使ってみるというのも一つかなと

いうふうに考えております。 

 もちろん、移動についてのデメリット等はあ

ります。ただ、水泳になれ親しんでもらうとい

うことを考えた場合、専門のトレーナーがおる

ということ。今現在でも橋本市には全国規模の

中学生もいらっしゃるというふうに聞いてお

りますので、やはり水泳という部分を考えれば、

これから５年先、10年先を見据えたプールのあ

り方の検討をきっちりと詰めていって、数字的

な部分も出していくのが必要なのではないか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）先ほどから答弁もさ

せていただいておるんですけど、本当にプール

につきましては老朽化というものが進んでお

ります。 

 だいたい、プールは耐用年数といいますのが

30年から50年、これメンテナンス状況にも若干

よるんですけども、長くて50年、短い場合でも

30年。ろ過機等についても20年から25年という

ふうな耐用年数になってございます。 

 仮に、間をとりまして耐用年数40年と考えた

場合、だいたい、学校が19校ある中で16校、向

こう30年を超える中で改修等が必要になって

まいります。単純に6,000万円以上ということ

でいきますと、プールの改修だけでも30年間で

約10億円以上がかかってくるのかなと。そこに、

ろ過機の改修、メンテナンス、保守点検、水道

代とか薬剤等、それらもろもろを入れますと、

本当に多くの費用というのがかかってまいり

ます。 

 そういうふうなあらかたの試算なんですけ

ども、そういうふうな中でやはり、方針という

のは早急に決める必要もあるかと考えていま

す。 

 財源についても、これにつきましては国の交

付金等の活用というのもなかなか見込めるの

がちょっと少ないのかなと。要望は行っていき

たいと思っておるんですけども、少ないかなと

いうふうには考えていますので、これからの児

童生徒数の推移とか本市の財政状況も踏まえ

た上で、学校プールの方針につきましては、先

ほどから言うていますように、学校関係者の意

見も踏まえながら、そこに仮にモデル校的なこ

とも含めた中で、早期に検討を進めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ぜひよろしくお願いいた

します。 

 できる、できれへん、やっぱり学校へ置いて

おかんなんという意見もあるかと思いますけ

れども、やはりお金もかかることでもあります

し、その額がかなり大きな額で、プールだけじ

ゃなくて、学校自体、傷んでいるとこもかなり

ありますし、ですから、もうそれだけの問題じ

ゃなくなってきていますので、そこは課内でも、

財政課ともそうやし、それこそ先生方、保護者、

地域も交えた話になってくるかと思いますの

で、もう今から準備していってももう遅いぐら

いやと思いますけれども、ぜひ進めていってく

ださい。 

 一つ目は終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、市

民参加による橋本市のエエとこ発掘に対する

答弁を求めます。 

 経済推進部長。 
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〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）市民参加による

橋本市のエエとこ発掘についてお答えします。 

 スマートフォンのカメラ等で撮った何気な

いまちの風景の写真や動画がいわゆるインス

タ映えということで注目を集め、誘客につなげ

ようという取り組みが各地で行われています。 

 特別な観光地を持たない本市においては、い

ろいろな人の感性で切り取った何気ないまち

の風景、つまり、橋本市のエエとこを収集して、

観光素材としてライブラリーのような形でま

とめたものがプロモーションツールになるこ

とから、誘客や２次利用につながっていくこと

も含め、観光振興策として有効であるとともに、

社会的なテーマの啓発等にも活用できるもの

と認識しています。 

 また、市民の皆さんから素材を収集すること

で、行政が見せたいものと、観光客が見たいも

のや市民が自分たちのまちの見せたいものと

のギャップを確認する手段にもなります。 

 ニーズを知ることができるという意味で、マ

ーケティング手段として活用することもでき

ることから、素材収集を通じた取り組みが自分

たちのまちのファンとしての協働と言えます。 

 公式インスタグラム等既存のものを生かし、

ハッシュタグキャンペーン等、投稿を促進する

取り組みも継続しながら、まずは今年度末をめ

どに、素材ライブラリーへの投稿ルールの作成

を目指していきます。 

 市としては、投稿されたこれらの素材を活用

し、観光施策のＰＲのみならず、他の施策の啓

発についても橋本市のエエとこ発信ができる

よう取り組みたいと考えていますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、再質

問ありますか。 

 この際、13番 田中さんの再質問を保留して、

午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時53分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 13番 田中さん、再質問願います。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）では、よろしくお願いし

ます。 

 この質問、３回目ぐらいです。以前にも17番

議員さんもされていたということもあります。 

 私、何でこの質問にこだわっているかと言う

たら、橋本市にどないかして人来てもらえれへ

んかなと。でも、なかなか行政主導でやっても

難しいし、もちろん、行政から売り込んでいく

と難しい。そのためには、市民からいろんな情

報なりを集めてそれを露出することで、もしか

したら何かにひっかかるんちゃうかなという

意味でやっております。 

 それでは、画像のほう、とりあえず１回目の

をお願いします。 

 これ嵯峨谷の、和歌山県の朝日夕日百選のと

こなんですけれども、これ夕方です。ええ写真

や。これも夕方。 

 何でこれ出したかといいましたら、和歌山県

のホームページ見たら、朝日と夕日、両方見れ

るところって４箇所しかないというふうに書

かれているんです。でも、橋本にもある、両方

見れる。結構、足場もええとこやし、かなり見

やすいとこ。 

 あと、同じ嵯峨谷で、これ嵯峨谷の地域の方

がつくったやつなんですけれども、もしかした

ら、見たことある人いてるかもしれないんです

けれども、これ嵯峨谷区がつくったやつです。

この中の絵も、そこにお住まいの方が書いた絵。

これもすごい地域の財産になっているのかな

というふうに思います。こういう方もいらっし
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ゃるということを紹介したかったので。 

 再質問させてもらいますけれども、答弁の中

でルール作成等々のお話がありました。さまざ

まなルールをつくっていかなあかんというこ

とで、版権をどうするんか、二次使用、三次使

用をどうするんかというところもあるんです

けれども、具体的なのはまだ決まってないと思

うんですが、そのあたりはどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問に答えさ

せていただきます。 

 まず、投稿等をしていただくためには、先ほ

ど来お話が出ていますように、一定のルールが

必要だというふうに思います。 

 橋本のエエとこというところについては、橋

本市民だけではなくて、県外の人が橋本市のえ

えところを発見していただけるという、そうい

ったこともありますので、そういったことも含

めて素材をいただけるような仕組みが必要だ

というふうに思っています。 

 でも、私の中で一番侵してはならない領域と

いうのは、やっぱりカメラを、写真を撮影する

方というのは仕事でされておりますので、そう

いったところにはきっちりとカメラマンの人

にしていただく。されど、市民の方や県外の人

から気軽に、こんなええとこあるやないかとい

うような情報を逆に私たちがいただけるよう

な仕組みをしっかりとつくりたいと思ってい

ます。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）よろしくお願いいたしま

す。 

 もう、ほんで橋本市、市長もそうやろうし、

秘書広報課もそうですし、経済推進部もそうで

すし、もう実は素材っていっぱい持っているん

ですよね。今自体、皆さんも写真、職員もとら

れている中で。それが今のところ表に出てきて

いない。それがもし表出ても、何かのひっかか

るきっかけになるかもしれない。 

 最初、壇上でしゃべらせてもらいましたけれ

ども、位置情報ゲームとかをやっているクリエ

ーターさんに聞いても、皆さんが思っている以

上に、市のホームページ、行政のホームページ

を見て素材を探していますと。 

 ということは、もしかしたら、何かでひっか

かれれば、この地域が表に出る機会になるかも

しれない。私もポケモンＧＯとかもずっとやっ

ていますし、職員にもかなりやられている方が

いらっしゃいます。いわゆるガチ勢という方で

すよね。その方々って、僕もそうなんやけど、

横浜までわざわざ行ったりするんです、イベン

トあったら。それが何万人も集まる。 

 それを橋本市でできるかどうかというんじ

ゃなくて、そういうきっかけにもなったらおも

しろいなという意味でやらせてもらっていま

すし、また、自分自身がゴールデンボンバーの

追っかけをやっている中で、ミュージックビデ

オなんかが出たら、そこをやっぱり見に行くん

です。それが、行ったら、１人とか２人じゃな

い。とんでもない人数がいてるという実情があ

るというのは、やはり皆さんにご紹介しておき

たいなというふうに思っております。 

 もう一個、写真いきます。これはかつらぎ町

天野なんですけれども、もう３年、４年前かな、

「のんのんびりより」というアニメでここが素

材になりました。この地域一帯。やはり、ここ、

人がすごい集まっていました。もう３年、４年

前なので、今はもう来てないですけれども。 

 あと、これは橋本市のマンホール。先日来、

マンホールサミットとかもありましたけれど

も、何か出展してほしかったなとか思いながら。

これ橋本市のマンホールカード。これもうオー

クションで転売されていますもんね。実際、そ

ういう状態であるということも紹介しておき

たい。 
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 だから、何がどこでひっかかるかわからんと

いうのが一つですし、例えば、市民からもらえ

た写真が将来、広報の表紙になりましたという

だけで、やはり、出された方、市民だけじゃな

いかもしれないですけれども、出された方の励

みにもなって、その方々がフェイスブックとか

ＳＮＳで発信したら、そのときだけでも、やは

りすごい方に見てもらえるのかなと。それも一

つのきっかけになるというふうに思っていま

す。 

 次、また再質問させてください。 

 素材ライブラリーということで、以前からＰ

Ｒ動画なんかもコンペにしたらおもしろいん

ちゃうかという話もさせていただいておりま

す。今、市民病院のドクター、お医者さんはす

ごい、タイムラプスを使って動画の編集にたけ

た方がいらっしゃるんですけれども、せっかく

なのでそういう方にも指導を仰いだりして、市

の、観光だけかどうかわからないですけれども、

考えられると思いますし、また、そういう方が

もしここでとりたいよと言うたら、仲介という

のか、例えば行政の施設であれば、そこのマッ

チングとかもうまいことできるシステムをつ

くってほしいんですけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）動画等を活用し

ながら、単に橋本市をＰＲするということだけ

では、マスコミ等から注目されるということは

やはり少ないというふうに思います。 

 壇上でお答えさせていただいたのは、他の施

策のＰＲも含めてというようなところで、やは

り、そのことを作成することによって注目され

るような仕組みというのが必ず必要だという

ふうに思っていますので、そういったところも

含めて、関係部局と協議しながら取り組んでい

きたいと思います。 

 今、市民病院の先生のお話がありましたが、

私も先生がつくられた動画や写真等を見せて

いただき、これほんまに橋本市かなというよう

なものがたくさんありました。そういった素材、

動画も含めて提供していただけるというよう

なことが本当に実現すれば、市民の方と一緒に

取り組んだということで、注目していただける

というふうに思っています。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 もうほんまに、今回、私、観光ということで

挙げさせてもらいましたけれども、確かに今、

部長の答弁のとおり、あらゆるところで、これ

から動画なりそういうものが使われてくる。も

し、動画なんかにしてもそうですし、例えば、

写真を組み合わせることによって動画っぽく、

アニメーションでつくっていくことで、市の政

策であったり、例えば、皆さんもそうかもしれ

ないんですけれども、何か設定しようと思った

ら、今、動画で見たりすることってあるかと思

うんです。設定がうまいこといけへんなという

とき。そういうのも市の行政の何かの形、こう

いう制度ができました、このときはこういうふ

うな手続きを踏んでくださいねというのも、動

画ですれば、恐らくそんな自治体って今まであ

んまりないと思いますし、やっぱりパイオニア

メリットというのか、１番にすれば必ず目立つ。

目立つ、イコール、市が取り上げられたら、も

っとこれはすばらしいことやと思っておりま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう一回、写真お願いします。 

 これ、ただの踏切でしょう。ここ、人すごい

集まっているんです。これもあるミュージック

ビデオで取り上げられた、この場所なんです。 

 例えば、こういって、ある方がここへ行った

と言うたら、同じことをして撮りたいという人

がかなりいてる。これがそんな、５人とか10人

の数じゃなくて、もう何百人単位でおるという

事実があるというのはやっぱり知っていただ
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きたいですし、その方々の発信力というのは、

もしかしたらスタートは100人かもしれへんけ

ども、どれだけ広がるか。 

 私たちもやっぱりこういう聖地巡礼という

形で行く中で、その方々とツイッター等でやり

とりして、どこにあるんやろうと聞いたり、ま

た、グーグルアースとかをフルに使って場所を

探したりとやってきています。 

 それぐらい僕らのような、僕は、皆さん知っ

てるとおり、星の写真も撮ったりしていますけ

れども、それを探すためにはどんだけでもやろ

うよというぐらいになるので、そういう、延べ

１億人を橋本市に集めるのはもしかしたら無

理かもしれへんけれども、1,000人集まってそ

こからの発信と考えたら、かなり大きな夢にな

ってくる。 

 橋本市がいろんなとこで取り上げられる。そ

こに市民の方から投稿いただいた写真がもし

使われたら、間接的かもしれないですけれども、

市民の方も行政に参加しているんやなと、そう

いう思いも持っていただける。そのように考え

ております。 

 今までじゃないぐらい良い答弁もらってい

ますので、まずはルールづくりをやっていって

いただけるということで、そこと絡めてよろし

くお願いいたします。 

 壇上でも答弁いただいたインスタグラムの

ほうも、もっともっとやっぱり積極的に動かし

ていただきたいなと。せっかくインスタ女子部

ということで、和歌山信愛女子短期大学の方に

入っていただいて、さまざまなところで写真も

撮りに行っていただいている。 

 でも、私も含めて、悪いんですけれども、自

分もインスタグラムをやってないがゆえ、なか

なか見れていない。投稿数を聞いても１年間で

二百五、六十件と言うたのかな、というふうに

聞いていますし、登録者数も1,400かそれぐら

いというふうに聞いていますので、そこもまた、

インスタグラムの投稿をさらに増やすための

イベント、先ほど言った広報に載るかもしれな

いというのも、写真を撮る人からしたら、それ

もうれしいことなので、そのあたりも今後考え

ていると思うんやけれども、いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）インスタグラム

につきましては、私もかなり抵抗があったとこ

ろです。ところが、経済推進部の中でインスタ

女子部もお願いしてでき、そんな状況の中で自

分もやってみようということで、今年の５月か

らやりましたが、本当に情報発信ができる、そ

こから、人とのつながりというのは、もう想像

を絶するように広がっていきます。 

 ただ、このインスタ女子部の発信の内容を見

させていただきますと、やっぱり確かに、私た

ちが橋本市に住んでいて、職員としていろいろ

橋本市の情報を、もちろん知っていることだけ

ではなくて、あ、こんなところにも彼女たちな

りに注目するのかというような視点もたくさ

ん含まれていますので、そういったことを継続

しながら、なおかつインスタグラムを活用して、

市民の方がより、私もやってみようと、そんな

思いになれるような取り組みを継続していき

たいと思っています。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）何かそうやって表へ露出

して橋本市が有名になったら、やっぱりうれし

いですし、さっきからもずっと言っているとお

り、もしかしたら、お遍路へ行かれる方であっ

たり御朱印をもらいに行く方であったりって、

やっぱそこへ行かれますよね。同じだと思うん

です。いろんな方がいらっしゃる。 

 これマンホールカードですけれども、これも

私も駅前へもらいにいきました。せっかくもら

えたのに残念やったのが、じゃ、このマンホー

ルどこにありますかと聞いたら、県立体育館に

ありますと。でも、詳しい場所はわからないの
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で事務所に聞いてほしいと言われました。 

 事務所へ行って聞いたら、いや、私らも場所

だいたいこの辺やと思うんやけど、テニスコー

トの事務所へ行って聞いてくださいと。ええん

かなという。 

 橋本市の観光センターの日報とかって、結構、

マンホールカードをもらいに来てくれました

という報告が多いと思うんですけれども、もし

かして、毎回そのような説明されていたら、せ

っかく来てくれた方、何か、チャンスをピンチ

に変えてどうすんねんというのがあるんです。 

 普通、逆ですやんか。でも、もしかしたら今、

橋本市はそうなってしまっていないかなとい

う危惧もありますので、そこはもう答弁とかは

いただきませんけれども、やっぱりきっちりと、

もうここにあるよと、せめて地図を置いておい

て、この通りやったら七つか八つ並んでいます

よというのを伝えられるような形もつくって

いただきたいというふうに思っております。 

 結構こういうのに行かれる方というのが、今、

最近やったら主婦層がすごい、家事とか一段落

された方が友達同士で、何泊か旅行を兼ねて聖

地を見に行ったりとかもされています。 

 17番議員がずっと前に、ガンダムの話とかを

されたことありましたやんか。僕も実はお台場

までガンダム実物大を見に行っとんです。それ

行ってみたら、１人とかじゃ全然ないという。 

 それぐらい寄る可能性があることなので、ぜ

ひ、これは積極的に市として進めていってほし

いし、よく言われるのが、こうやって素材集め

をやろうと思っても、投稿数が少なかったらど

うするねんというのを言われます。 

 でも、先ほど述べましたとおり、もう市は秘

書広報課では秘書広報課が撮った、今まで撮り

だめした写真、シティセールス推進課はシティ

セールス推進課で撮りだめした写真というの

を持っていますから、それも内部ですら今うま

く共有されていないように私は考えておりま

す。 

 議員になる前に自分がやっている広報誌で、

こういう記事書いてよという依頼が市からあ

って、記事を書いて写真もはめたいと言うたら、

なかなかその写真をもらえない。書いてくれと

いうて依頼があって書いたら写真もらえない

とかってあったので、内部の共有もできる、将

来、ホームページのどこかにいろんな写真が、

季節ごとなのか内容ごとなのかわからないで

すけれども、サムネイルで上がっていく。 

 そんなホームページの容量も食いませんか

ら、全然いけると思うので、そういった共有も

含めて、まず、市の内部での共有、それも素材

になるという部分では、経済推進部はどのよう

にお考えですか。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）いろんな素材が

そもそもどこに存在するのかということにつ

いては、知っている職員は、あそこに行ったら

あるよというのがすぐわかるというふうに思

います。ところが、知らない方については、自

分で撮りに行くということもなかなかできず

に、どうしたらいいんやろう、どうしたらいい

んやろうという戸惑いからスタートすると思

いますので、私たちとしては、広報担当部局と

も相談しながら、例えばこういった素材がシテ

ィセールス推進課にあるよというようなこと

をしっかりと情報共有しながら、取り組んでい

ければというふうに思っています。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ぜひよろしくお願いいた

します。スタートはもしかしたらそこかもしれ

へんので。ルールはルールでつくる、でも、内

部に持っとるものも表へ出せるようにすると

いうのも一つですから、ぜひ、こういう楽しい

ことになる可能性をかなり秘めている、何度も

言いますけれども、僕らのような人間は何度で

もそこへ行ってしまう、行ったら現地でも御飯
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を食べるかもしれない、ほしたら、そこに少し

でもお金が落ちるかもしれない。 

 もちろん、とんでもない人数が来て近隣に迷

惑をかけることがあってはいけませんけれど

も、でも、何がきっかけになるかわからないと

いう部分で、まずは露出をすることで、その次

の一歩、次の一歩というのが出ていくかもしれ

ない。それが、何度も言うように、市民の皆さ

んが、間接的かもしれへんけれども行政参加、

それもまた一つの市民協働なのかなというふ

うに思っておりますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 二つ目は終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目３、外

国人労働者雇用の相談窓口に対する答弁を求

めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）外国人労働者雇

用の相談窓口についてお答えします。 

 まず、外国人労働者の雇用の状況ですが、平

成30年10月末現在の和歌山労働局の資料によ

ると、ハローワーク橋本管内にある橋本市、伊

都郡内の外国人労働者は、技能実施を含めて、

43の事業所で138名が働いており、事業所数、

労働者数ともに年々増加しています。 

 特に橋本市、伊都郡においては、資格外活動

での就労が増えており、これはアルバイトをす

る留学生が増加していることを意味していま

す。 

 現段階で、本市に直接、具体的な相談があっ

たという実績はありませんが、今後、問い合わ

せ等が増加することが予想されます。 

 外国人の雇用にあたっては、他の労働者の雇

用と同様に、社会保険等への加入手続きはもち

ろん、在留資格の確認や母国語または英語によ

る雇用契約書の作成や安全衛生教育などが必

要となります。 

 また、外国人労働者の生活面や教育面等での

支援も必要となるなど、外国人の雇用にあたっ

ては手続きが煩雑となり、雇用を検討するもの

の、結局は実現しないといったことが多々ある

と伺っています。 

 本市といたしましては、外国人雇用について

は事業所の責務で行うことが原則ですが、手続

き等に関してシティセールス推進課に問い合

わせがあった場合は、関係機関へスムーズにつ

なぐことができるよう取り組んでまいります。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、再質

問ありますか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）答弁ありがとうございま

す。確かに、この制度自体が国ですから、市で

どうするというのは難しいのはもう十分にわ

かっております。 

 ただ、答弁の中で、まだ市のほうには相談が

ないというふうには今おっしゃってくれてい

ましたけれども、私自身は相談を受けておりま

す。 

 というのは、最初スタートで、「どこ聞いて

いいかわからんねん」から始まっているのが事

実であるというのが一つ。それと、なかなかや

はり、今、やっぱり日本人の方ですら地元で、

どうしても少しでも給料の良いところへとい

うのは、もうこれ仕方ないことやと思うんです

けれども、その結果、昔からある橋本市内の企

業、橋本市じゃなくてもう日本全部かもしれな

いんですけれども、そこに人が集まりにくい、

でも仕事はある。ずっと続けてきた仕事やし、

やはりここの会社がなくなっては困るとなっ

た場合に、外国人に頼らざるを得ないというの

が事実だと思います。 

 今ちょっと止まっていますけれども、日中文

化芸術学院が来ると言ったときも、やはり一部

の企業からは、アルバイトとかがもしかしたら

来てくれるんちゃうかなというような話も私
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は聞いております。恐らくそういう話もあった

かとは思います。一部かもしれないですけれど

も、そんな期待もあったというのが事実なので、

ここはお伝えしておきたいなというふうに思

っております。 

 そこで、再質問になるんですけれども、相談

される方、今後あるかどうかは別として、あっ

たとした場合、何も知らないまま相談に来られ

ます。自分とこの業種が果たして本当に外国人

雇用の対象になっているのかどうかも含めて、

わからない方が大多数ですし、私が相談を受け

たところは、厚生労働省のホームページを見せ

て、この企業になっている、なっていないとい

うのを１個１個チェックしてもらったんです

けども、やはりなかなか、家の仕事もしながら

探すというのは難しいということがあるんで

すけれども、例えば、橋本市のほうで簡単なチ

ラシ、こういうところは気をつけてくださいよ

とか、踏み込んだのはそこから国との話なので、

答弁いただいたとおり、最終的にはつないでい

く仕事しかできないかもしれませんけれども、

その一番手前、一歩目の段階で、こういう業種

が対象ですよとか、ここに気をつけてください、

答弁でもいくつかいただいていますけれども、

そういった簡単な、チラシとまでは言いません

けれども、説明できる資料なんかをつくっても

らえたら、ちょっとでも前へ進むんちゃうんか

なというふうには考えておるんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）外国人雇用につ

いて、既にチラシ等をつくっている、情報収集

を今現在行っております。その中で、都道府県

単位でつくられているところが圧倒的多数で

すが、市町村ではなかなか、現時点ではありま

せんでした。 

 都道府県でつくっているところについても、

確かに議員おただしのとおり、非常に制度が複

雑であって、どういったことを紹介しているの

かもなかなかわからないという状況がありま

す。 

 先ほどお答えさせていただいたとおり、シテ

ィセールス推進課の中で国等の機関につなぐ

ということを前提にしますと、まずは私たち職

員が基礎的なところをきっちりと掌握する必

要があると思いますので、まずはそこを優先さ

せていただいて、その中で情報提供できるとい

うところについて、今後、チラシ等については

検討してまいりたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）よろしくお願いいたしま

す。 

 確かに、私も調べたら、もう漢字ばっかり、

むちゃくちゃ難しいんです。もうぶっちゃけて、

何書いてあるかわからんぐらい難しい。もちろ

ん、そういうルールなのでそのとおりなんです

けれども、だから、それがゆえに、一歩目を切

りにくいというのもあるのは事実です。 

 先ほど答弁いただいたとおり、まずは内部で

やっていただくということで、もうそれはそれ

で結構です。 

 私の知り合い、五條市で会社をされている方、

製造業なんですけれども、そこも外国人労働者

の方に来ていただいています。 

 最初は行政なりいろいろ相談したんですけ

れども、なかなか思うような返事というたら変

ですけれども、かなり早かったというのもあっ

て、まだそこまでの意識、行政にもそこまでの

知識がなかったというのか、もあったかと思っ

て、結局、自分とこと独自でその国と、最終的

にはもう現地法人まで立ち上げて、３年間終わ

ったら現地でも働けるようにということでや

っている会社ですけれども、そこまで最初は苦

労したよという話も聞きました。 

 ですから、とにかくまずは、先ほど答弁もい

ただいておりますけれども、相談できる、その
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先は別として、まず一歩目を切れる窓口として

シティセールス推進課には頑張っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 もし一定のノウハウをシティセールス推進

課が身につけた後に、どうやって、ここまでの

相談やったら橋本市でできますよという周知

の方法とかもお考えでしょうか、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）情報発信できる

情報というのは、最終的にはホームページ等で

掲載して関係機関へつなぐということが重要

だというふうに思っています。 

 ただ、本市には既に外国人を雇用していると

いう実績のある会社もございます。相手の会社

の了解も必要ですが、そういった実績のある事

業所に問い合わせがあった事業所を紹介する

ということも私たちの大事な役目だというふ

うに思っていますので、そういうことも含めて

今後取り組んでいきたいと思いますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）よろしくお願いいたしま

す。 

 ほんまに、最初、壇上でも言わせてもらった

とおり、恐らく将来、もう今も始まっているか

もしれへんけど、企業間同士で人の取り合いに

なってしまいます。こんだけ人がおれへんかっ

たら。 

 実際、うちの子らも大学は東京へ行って、長

男は帰ってきて、今、次男はまだ４年生ですけ

れども、どうなるかわかりませんけれども、帰

ってけえへん可能性もやっぱり少なからずあ

るというのは思っていますので、そういった場

合、ほんまに地元の火を消してしまってはいけ

ないというふうに考えておりますので、何らか

の形で地域の企業も頑張っていける応援を、橋

本市挙げてしていけたらいいなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さんの一般

質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（午後１時25分 休憩） 

      

       

 


